
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
危
険

廃
屋
な
ど
が
防
災
、
衛
生
、
景
観
な
ど
の

地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ
ま
す
。
本

市
で
は
地
域
住
民
の
生
命
、
身
体
ま
た
は

財
産
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
活

環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
当

該
危
険
廃
屋
な
ど
を
解
体
撤
去
す
る
方
に

対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
と
し
ま
す
。

①
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
で
、
か
つ

市
内
に
所
在
す
る
危
険
廃
屋
な
ど
の
所

有
者
ま
た
は
当
該
危
険
廃
屋
な
ど
の
解

体
撤
去
に
つ
い
て
所
有
者
か
ら
委
任
を

受
け
た
方

②
市
長
が
適
当
と
認
め
る
方

補
助
対
象
工
事

次
の
全
て
を
満
た
す
工
事
で
す
。

①
工
事
に
要
す
る
費
用（
消
費
税
な
ど
を
含

む
）が
30
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

②
市
内
に
本
店
ま
た
は
営
業
所
を
有
し
、

か
つ
解
体
工
事
の
資
格
を
持
つ
業
者
に

依
頼
す
る
工
事
で
あ
る
こ
と

対
象
と
な
ら
な
い
工
事
な
ど

次
の
工
事
な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
公
共
工
事
に
よ
る
移
転
、
建
替
え
そ
の
他

の
補
償
の
対
象
と
な
る
解
体
撤
去
工
事

②
建
築
物
以
外
の
工
作
物
な
ど
の
解
体
撤

去
工
事

③
抵
当
権
そ
の
他
第
三
者
の
権
利
が
設
定

さ
れ
て
い
る
危
険
廃
屋
な
ど（
そ
の
効
力

が
既
に
失
効
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
登
記
事
項
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
）

④
解
体
撤
去
完
了
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
、

当
該
土
地
の
売
却
ま
た
は
当
該
土
地
へ

の
建
築
物
な
ど
の
建
設
の
計
画
が
あ
る

も
の

申
請
受
付

【
受
付
開
始
日
】＝
６
月
30
日（
月
）

【
受
付
場
所
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
ま
た
は

甑
島
４
支
所
地
域
振
興
課

注
意
事
項

＊
交
付
決
定
前
に
工
事
着
手
し
た
場
合
は
、

補
助
金
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

＊
対
象
と
な
る
に
は
一
定
の
要
件
を
満
た
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
補
助
交
付
の
要
件
】＝

次
の
①
～
③
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

す
場
合
に
交
付
し
ま
す
。

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
一
戸
建
て
住
宅
、
長
屋
お
よ
び
共
同

住
宅
で
、
２
階
建
て
以
下
か
つ
延
べ
面

積
５
０
０
㎡
以
下
の
も
の

②
耐
震
診
断
ま
た
は
耐
震
改
修
工
事
を
行

う
木
造
住
宅
の
居
住
者
ま
た
は
所
有
者

で
あ
る
こ
と

③
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

【
診
断
補
助
金
の
額
】＝

交
付
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内
と
し
、

１
棟
に
つ
き
６
万
円
が
限
度
額

【
改
修
補
助
金
の
額
】＝

交
付
対
象
経
費
の
10
分
の
９
以
内
と
し
、

１
棟
に
つ
き
30
万
円
が
限
度
額

要
件
を
満
た
す
住
宅
耐
震
改
修
を
行
っ

た
場
合
、
次
の
よ
う
な
特
別
控
除
お
よ
び

減
額
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
所
得
税
額
の
特
別
控
除
】＝

当
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
住
宅
耐
震
改

修
に
係
る
耐
震
工
事
の
標
準
的
な
費
用
の

額（
最
高
25
万
円
、
補
助
額
は
控
除
）が
控

除
さ
れ
ま
す
。

【
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
】＝

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
の
適
用
対
象

と
な
り
ま
す（
耐
震
改
修
の
費
用
が
50
万
円

未
満
で
あ
る
場
合
を
除
く
）。

【
対
象
住
宅
】＝

本
人
ま
た
は
親
族
が
継
続
し
て
居
住
し

て
い
る
住
宅
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
が
対
象
で
す
。

①
が

※

け
の
下
端（
上
端
）か
ら
が
け
の
高
さ

の
２
倍
以
内
に
住
宅
が
建
っ
て
い
る
場

合
で
、
昭
和
46
年
８
月
31
日
以
前
に
建

築
さ
れ
た
も
の

※
高
さ
２
ｍ
超
、
水
平
面
と
の
角
度
30
度
超

②
建
築
後
に
災
害
な
ど
で
安
全
上
支
障
が

生
じ
、
是
正
勧
告
を
受
け
た
も
の

③
災
害
危
険
区
域
内（
急
傾
斜
崩
壊
危
険
区

域
）に
建
っ
て
い
る
も
の
。
た
だ
し
、
当

区
域
に
係
る
防
災
工
事
が
完
了
し
て
い

る
地
区
は
除
く

補助対象および補助金
定　義 要　　　件 補助金

危 険 廃 屋
・建築物である
こと（門・塀を
含む）

・所有者などが
現に居住その
他の用に使用
していないこ
と

状態が著しく不良であり、かつ、倒壊などにより周辺住民な
どに危険を及ぼすおそれがあるもの（道、宅地、公園などに近
接していること） 工事費の３分の１

上限額30万円
認 定 廃 屋

状態が不良であり、かつ、地域住民の生活環境に著しい影響
を及ぼすおそれがあるものとして廃屋判定委員会に認定され
たもの

景観支障廃屋 危険廃屋・認定廃屋のうち、特に景観を保全する必要がある
地域（甑島）に所在するもの

工事費の３分の２
上限額60万円

危
険
廃
屋
等

解
体
撤
去
促
進
事
業
補
助
金

耐
震
診
断
・

改
修
補
助
金
制
度

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅

移
転
事
業
補
助
金
制
度

>３０°
Ｈ >２ｍ

２Ｈ

>３０°
Ｈ >２ｍ

２Ｈ

地
震
に
よ
る
木
造
住
宅
の
倒
壊
な
ど
の
被
害
を
防
ぎ
、
安
全
な
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す

る
た
め
、
耐
震
診
断
お
よ
び
耐
震
改
修
の
経
費
を
助
成
し
ま
す
。

が
け
の
崩
壊
な
ど
に
よ
り
、住
民
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
内
に
建
っ

が
け
の
崩
壊
な
ど
に
よ
り
、住
民
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
内
に
建
っ

て
い
る
危
険
住
宅
の
移
転
を
促
進
す
る
た
め
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
移
転
者
に
危
険
住
宅

な
ど
の
除
去
に
要
す
る
経
費
と
新
築
す
る
住
宅
の
建
設
や
土
地
の
取
得
な
ど
に
要
す
る
経
費

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ　

（
23
）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
２
）

補助内容
区　分 限度額 助成内容

危 険 住 宅 除 去 費 780,000円 実費補助

建 設（ 購 入 ）費 4,440,000円
金融機関から借り入れを
したときの、利息に対す
る助成

土 地 取 得 費 2,060,000円

敷 地 造 成 費 580,000 円

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ

（
23
）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
２
）

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ

）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
２
）

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ

）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
２
）

【
問
合
先
】＝
本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ

（
23
）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
２
）
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